
 

 

議  案  第  １  号  

 

 

市道路線の認定、廃止及び変更について  

 

市道路線を次のとおり認定し、廃止し、及び変更する。  

 

令和６年２月２６日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

１  認定する路線  

路線

番号  
路  線  名  

起     点  

終     点  
経     過     地  

８８ 大江橋若水線  
港町甲 ３１９番 ２地 先 から
徳常町甲 ５４５番 ９地先ま
で  

市道西原東須賀線から南へ市道新
田松神子線を経て徳常町甲５４５番９
地先まで 

１１５２  繁本町３番線  

繁本町甲 ７８５番 ３地先か
ら繁本町甲 ７７０番 ２地先
まで  
まで  

繁本町甲７８５番 ３地先から南へ主要
地方道壬生川新居浜野田線まで  

１１５３  久保田町二丁目４番線  
久保田町二丁目甲９４３番
１ ６地 先 から久 保 田 町 二
丁目甲９４３番８地先まで  

市道久保田中通り線から南へ久保田
町二丁目甲９４３番８地先まで  

１１５４  中萩町１３番線  
中萩町 ２２８２番 １７４地先
から中萩町２２８２番１８０地
先まで 

市道中萩中学校南通り線から北へ中
萩町２２８２番１８０地先まで  

１１５５  庄内町二丁目２番線  
庄内町二丁目 １０１ ３番 ３
地 先 から庄 内 町 二 丁 目
１０１３番１１地先まで  

市道河内庄内線から北へ庄内町二
丁目１０１３番１１地先まで 

１１５６  宇高町三丁目８番１号線  
宇高町三丁目 １２６ ７番 ４
地 先 から宇 高 町 三 丁 目
１２６７番６地先まで 

市道沢津下原線から南へ宇高町三
丁目１２６７番６地先まで 

１１５７  八幡一丁目６番１号線  
八幡一丁目甲 ５７４番 ６地
先から八幡一丁目甲 ５７４
番５地先まで 

市道前新開中通り線から北へ東回り
に八幡一丁目甲５７４番５地先まで  

１１５８  八幡一丁目６番２号線  
八幡一丁目甲 ５７４番 ６地
先から八幡一丁目甲 ５７４
番６地先まで 

八幡一丁目甲５７４番 ６地先から西へ
八幡一丁目甲５７４番６地先まで  

１１５９  宇高町五丁目１５番線  
宇高町五丁目 ５５４番 １６
地 先 から宇 高 町 五 丁 目
５５４番１０地先まで  

市道宇高東３号線から西へ宇高町五
丁目５５４番１０地先まで  



 

 

１１６０  本郷一丁目２番線  
本郷一丁目 ８９６番 １地先
から本郷一丁 目 ８９１番 １
地先まで 

本郷一丁目８９６番 １地先から北へ東
回りに本郷一丁目８９１番１地先まで 

 

２  廃止する路線  

路線

番号  
路  線  名  

起     点  

終     点  
経     過     地  

８８ 大江橋久保田線  
港町甲 ３１９番 ４地 先 から
繁本町甲 ７７０番 ２地先ま
で  

市道西原東須賀線から県道壬生川
新居浜野田線を通り市道前田多喜浜
線まで 

 

３  変更する路線  

路線

番号  

変更前  

変更後  
路  線  名  

起     点  

終     点  
経     過     地  

３５７  

変更前  本郷北支線  
本郷一丁目 ８７８番 ４地先
から中村松木二丁目１３４２
番２地先まで 

県道新居浜港線から市道神明土橋線
を通り尻無川左岸堤防まで  

変更後  本郷北支線  
本郷一丁目 ８７８番 ４地先
から中村松木二丁目１３３１
番９地先まで 

一般県道新居浜港線から東へ市道神
明土橋線を経て北回りに中村松木二
丁目１３３１番９地先まで 

 

提案理由  

道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定により、本市における未認定道路を市

道に認定し、並びに路線を廃止し、及び変更するため、本案を提出する。  

 

 



 

 

参照条文  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）抜粋  

 

（市町村道の意義及びその路線の認定）  

第８条  第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がそ

の路線を認定したものをいう。  

２  市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ

当該市町村の議会の議決を経なければならない。  

３～５  （省  略）  

第９条  （省  略）  

（路線の廃止又は変更）  

第１０条  都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通

の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を

廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。  

２  都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路

線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更すること

ができる。  

３  第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道の路

線の廃止又は変更について、第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は前２項の

規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。  



 

 

 

認定路線位置図  

   

８８ 大江橋若水線  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起点 

終点 
徳常町 

港町 

市道新田松神子線 

市道西原東須賀線 

西町 

若水町一丁目 

市道新居浜港田の上線 



 

 

 

認定路線位置図  

 

１１５２ 繁本町３番線  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市道繁本田所線 起点 

終点 

繁本町 

市道港町繁本線 

主要地方道壬生川新居浜野田線 
新居浜市役所 

新居浜市 

市民文化センター 

一宮町一丁目 



 

 

 

認定路線位置図  

 

１１５３ 久保田町二丁目４番線  
 

 

 

一般県道新居浜港線 

終点 

久保田町二丁目 

起点 

一宮町二丁目 

市道久保田中通り線 

市道河内庄内線 

市道久保田北通り線 



 

 

 

認定路線位置図  

 

１１５４ 中萩町１３番線  
 

 

 

市道中須賀上原線 

起点 

終点 

上原一丁目 

市道中萩中学校南通り線 

新居浜市立中萩中学校 

中萩町 

市道横山南通り線 



 

 

 

認定路線位置図  

 

１１５５ 庄内町二丁目２番線  
 

 

 

起点 

終点 

独立行政法人国立高等専門学校機構 

新居浜工業高等専門学校 

市道新居浜駅菊本線 

市道河内庄内線 

庄内町二丁目 

庄内町一丁目 



 

 

 

認定路線位置図  

 

１１５６ 宇高町三丁目８番１号線  
 

 

 

市道新田松神子線 

起点 

終点 

沢津町二丁目 

宇高町三丁目 

新居浜市立高津小学校 

市道松の木東雲線 

市道沢津下原線 



 

 

 

認定路線位置図  

 

１１５７ 八幡一丁目６番１号線  
 

 

 

市道鳥端通り線 

起点 

終点 

宇高町五丁目 

八幡一丁目 

市道沢津垣生線 

市道前新開中通り線 



 

 

 

認定路線位置図  

 

１１５８ 八幡一丁目６番２号線  
 

 

 

市道鳥端通り線 

起点 

終点 

宇高町五丁目 

八幡一丁目 

市道沢津垣生線 

市道前新開中通り線 



 

 

 

認定路線位置図  

 

１１５９ 宇高町五丁目１５番線  
 

 

 

起点 

終点 

八幡一丁目 

市道宇高東３号線 

宇高町五丁目 

市道沢津垣生線 

市道宇高東２号線 



 

 

 

認定路線位置図  

  

１１６０ 本郷一丁目２番線  
 

 

 

市道本郷北支線 

起点 

終点 

横水町 

一般国道１１号  

新居浜バイパス  

一般県道新居浜港線 

本郷一丁目 



 

 

 

廃止路線位置図  

   

８８ 大江橋久保田線  
 

 

 起点 

終点 
主要地方道壬生川新居浜野田線 

市道港町繁本東筋線 

市道西原東須賀線 
市道新田松神子線 

市道新居浜田の上線 

泉池町 

新須賀町二丁目 

新居浜市 

市民文化センター 

新居浜市役所 

港町 

繁本町 



 

 

 

変更路線位置図  

 

３５７ 本郷北支線  
 

 

 

 

市道神明土橋線 

一般県道新居浜港線 

起点 

変更前終点 

中村松木二丁目 
市道滝の宮山根線 

一般国道１１号 

市道本郷中支線 

土橋一丁目 

変更後終点 

尻無川 

本郷一丁目 


